
別紙１

 1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

 2. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 3. 重要な会計方針の変更
該当なし

 4. 法人で採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
（２）事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　　　当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分内容
　ア　　法人本部拠点（社会福祉事業）
　　・法人本部
　イ　　オアシス千歳拠点（社会福祉事業）
　　・特別養護老人ホーム
　　・ショートステイ
　　・デイサービスセンター
　　・居宅介護支援
　　・訪問介護
　　・リハビリデイサービスセンター
　　・南地域包括支援センター
　ウ　　オアシス大和拠点（社会福祉事業）
　　・小規模多機能型居宅介護
　エ　　オアシス猪名川拠点（社会福祉事業）
　　・小規模多機能型居宅介護
　　・猪名川中学校区地域包括支援センター
　　・居宅介護支援
　オ　　オアシス尼崎立花拠点（社会福祉事業）
　　・小規模多機能型居宅介護
　カ　　オアシス伊丹池尻拠点（社会福祉事業）
　　・小規模多機能型居宅介護
　　・グループホーム
　キ　　オアシス三田拠点（社会福祉事業）
　　・居宅介護支援
　　・訪問介護
　ク　　オアシス宝塚拠点（社会福祉事業）
　　・小規模多機能型居宅介護
　　・居宅介護支援
　　・訪問介護
　ケ　　オアシス向陽拠点（社会福祉事業）
　　・デイサービスセンター
　コ　　オアシス神戸西拠点（社会福祉事業）
　　・居宅介護支援
　　・訪問介護

計算書類に対する注記(法人全体用)



　サ　　オアシス神戸北拠点（社会福祉事業）
　　・居宅介護支援
　　・あんしんすこやかセンター
　シ　　オアシス西宮拠点（社会福祉事業）
　　・定期巡回
　　・訪問介護
　　・訪問看護
　　・リハビリデイサービスセンター
　　・居宅介護支援
　ス　　オアシス西宮拠点（公益事業）
　　・サービス付き高齢者向け住宅

 6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
オアシス宝塚拠点において、タイムレコーダーの除却に伴い、国庫補助金等特別積立金28,616円を取り崩した。
オアシス猪名川拠点において、ウッドデッキの改修に伴い、国庫補助金等特別積立金82,041円を取り崩した。
オアシス三田拠点において、電話機の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金42,235円を取り崩した。

 8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
　建物（基本財産）　　　　　727,505,652円
担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
　設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　55,700,000円

 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

令和5年3月31日にオアシス神戸西訪問介護事業を休止している。

基本財産の種類
建物
定期預金

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
930,819,637 893,911,765

1,000,000
894,911,765

51,324,032
0

51,324,032

基本財産

1,000,000
931,819,637

14,416,160
0

14,416,160

当期末残高

1,720,950,771 893,911,765

231,356,536
有形リース資産

小計

取得価額 減価償却累計額

1,720,950,771小計
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

建物

7,322,768

37,574,364
14,004,740
5,795,036

156,956,748
17,025,648

827,039,006
827,039,006

13,851,064

967,462,450
157,805,851
984,844,857合計

893,911,765

23,723,300

9,702,880
73,550,685

3,474,361
12

36,650,132

1,952,307,307

10,530,379
5,795,024

120,306,616



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙３（⑪））は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

その他の固定資産
建物
器具及び備品

7,250,042
304,976

小計
合計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

7,362,940
1,542,577
7,418,400
16,323,917

有形リース資産 3,338,280

16,323,917

112,898
1,237,601
4,080,120
5,430,619
5,430,619

10,893,298
10,893,298



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）千歳拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　特別養護老人ホーム
　イ　　ショートステイ
　ウ　　デイサービスセンター
　エ　　居宅介護支援
　オ　　訪問介護
　カ　　リハビリデイサービスセンター
　キ　　南地域包括支援センター
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　特別養護老人ホーム
　イ　　ショートステイ
　ウ　　デイサービスセンター
　エ　　居宅介護支援
　オ　　訪問介護
　カ　　リハビリデイサービスセンター
　キ　　南地域包括支援センター

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。
　建物（基本財産）　　　　　727,505,652円
担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
　設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　55,700,000円

計算書類に対する注記（オアシス千歳拠点区分用）

基本財産の種類
建物
定期預金

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
754,448,982 727,505,652

1,000,000
728,505,652

38,389,490
0

38,389,490
1,000,000

755,448,982

11,446,160
0

11,446,160



 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

基本財産
当期末残高

1,417,212,987 727,505,652

148,329,340
有形リース資産

小計

取得価額 減価償却累計額

1,417,212,987小計
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

建物

3,133,748

21,486,500
8,897,725
460,640

108,966,227
8,518,248

689,707,335
689,707,335

11,121,924

769,841,021
105,993,971
795,701,306合計

727,505,652

10,364,576

5,384,500
42,335,369

1,145,015
4

25,441,274

1,565,542,327

7,752,710
460,636

83,524,953



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）宝塚拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　小規模多機能型居宅介護
　イ　　居宅介護支援
　ウ　　訪問介護
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　小規模多機能型居宅介護
　イ　　居宅介護支援
　ウ　　訪問介護

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
タイムレコーダーの除却に伴い、国庫補助金等特別積立金28,616円を取り崩した。

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

器具及び備品

3,510,854
5

4,716,3405,982,64010,698,980

計算書類に対する注記（オアシス宝塚拠点区分用）

その他の固定資産
建物
車輌運搬具

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

3,729,000 218,146
3,353,5483,353,553

有形リース資産
小計
合計

79,200 712,800
8,939,999
8,939,999

792,000
18,573,533
18,573,533

9,633,534
9,633,534



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）大和拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙３（⑪））は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（オアシス大和拠点区分用）

その他の固定資産
建物
器具及び備品

2,015,743
212,438

小計
合計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

4,327,344
2,816,404
99,000

7,242,748
有形リース資産 89,100

7,242,748

2,311,601
2,603,966
9,900

4,925,467
4,925,467

2,317,281
2,317,281



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）猪名川拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　小規模多機能型居宅介護
　イ　　猪名川中学校区地域包括支援センター
　ウ　　居宅介護支援
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　小規模多機能型居宅介護
　イ　　猪名川中学校区地域包括支援センター
　ウ　　居宅介護支援

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
ウッドデッキの改修に伴い、国庫補助金等特別積立金82,041円を取り崩した。

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

39,459,286
39,459,286

計算書類に対する注記（オアシス猪名川拠点区分用）

基本財産の種類
建物

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
40,264,139
40,264,139

建物

2,970,000
2,970,000

3,774,853
3,774,853

基本財産
建物

小計
その他の固定資産

526,240

42,502,668
42,502,668

当期末残高

81,961,954
81,961,954

取得価額 減価償却累計額

39,459,286
39,459,286

477,53548,705
2,809,434
9,900

2,868,039
45,370,707

413,066
89,100
979,701

40,438,987

器具及び備品
有形リース資産

小計
合計

3,222,500
99,000

3,847,740
85,809,694



11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）伊丹池尻拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　小規模多機能型居宅介護
　イ　　グループホーム
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　小規模多機能型居宅介護
　イ　　グループホーム

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

計算書類に対する注記（オアシス伊丹池尻拠点区分用）

基本財産の種類
建物

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
136,106,516
136,106,516

0
0

9,159,689
9,159,689

126,946,827
126,946,827

合計

取得価額

142,340
4,810,015
122,040
9,028,220

基本財産
建物

小計
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

小計

減価償却累計額 当期末残高

221,775,830
221,775,830

94,829,003
94,829,003

37,790
2,120,208

1
2,485,575

14,102,615
235,878,445

2,689,807
122,039
6,542,645

126,946,827
126,946,827

104,550

4,710,334
131,657,161

9,392,281
104,221,284



11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）尼崎立花拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙３（⑪））は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

90,336
89,100

計算書類に対する注記（オアシス尼崎立花拠点区分用）

その他の固定資産
器具及び備品
有形リース資産

2,705,322
9,900

179,436
179,436合計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

2,795,658
99,000

2,894,658
2,894,658

小計 2,715,222
2,715,222



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）向陽拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙３（⑪））は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

合計 347,565

4,206,440
4,206,440
4,206,440

3,858,875
3,858,875
3,858,875

計算書類に対する注記（オアシス向陽拠点区分用）

その他の固定資産
器具及び備品

小計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

347,565
347,565



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）神戸西拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　居宅介護支援
　イ　　訪問介護
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　居宅介護支援
　イ　　訪問介護

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

令和5年3月31日にオアシス神戸西訪問介護事業を休止している。

計算書類に対する注記（オアシス神戸西拠点区分用）

その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

209,138
1

小計
合計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

297,000
167,758
203,500
668,258

器具及び備品 199,261

668,258

87,862
167,757
4,239

259,858
259,858

408,400
408,400



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）神戸北拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　居宅介護支援
　イ　　あんしんすこやかセンター
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　居宅介護支援
　イ　　あんしんすこやかセンター

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

1,691,044
1,691,044
1,691,044

計算書類に対する注記（オアシス神戸北拠点区分用）

その他の固定資産
車輌運搬具

小計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1
1

合計 1

1,691,045
1,691,045
1,691,045



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）三田拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　居宅介護支援
　イ　　訪問介護
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　居宅介護支援
　イ　　訪問介護

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
電話機の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金42,235円を取り崩した。

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

74,091
74,091
74,091

計算書類に対する注記（オアシス三田拠点区分用）

その他の固定資産
器具及び備品

小計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

32,389
32,389

合計 32,389

106,480
106,480
106,480



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）西宮拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書
　ア　　定期巡回
　イ　　訪問介護
　ウ　　訪問看護
　エ　　リハビリデイサービスセンター
　オ　　居宅介護支援
（３）拠点区分事業活動明細書
　ア　　定期巡回
　イ　　訪問介護
　ウ　　訪問看護
　エ　　リハビリデイサービスセンター
　オ　　居宅介護支援

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

1,070,944
1,070,944
1,070,944

計算書類に対する注記（オアシス西宮拠点区分用）

その他の固定資産
器具及び備品

小計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,347,691
1,347,691

合計 1,347,691

2,418,635
2,418,635
2,418,635



別紙２

 1. 重要な会計方針
（１）有価証券評価基準及び評価方法
　該当なし
（２）固定資産の減価償却の方法
　・平成19年3月31日以前に取得した固定資産ー旧定額法
　・平成19年4月1日以降に取得した固定資産ー新定額法
　・リース資産
　　＊　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
　　＊　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
　・退職給与引当金ー平成18年4月1日採用者から法人独自の退職金制度により法人本部拠点で計上している。
　・賞与引当金ー年間賞与額を基準に12分の5の80％相当額を引当金として計上している。
　・徴収不能引当金ー金銭債権のうち、徴収不可能と判断される債権はその金額、それ以外の債権は債権総
額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を引当金として計上している。
（４）リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引
　・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
　・平成18年3月までの採用者は（独）社会福祉医療機構での退職給与制度を採用している。
　・平成18年4月以降の採用者は法人独自の退職金制度を採用している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）西宮拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
（２）拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙３（⑪））は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

9,891,906
9,891,906
9,891,906

計算書類に対する注記（オアシス西宮公益拠点区分用）

その他の固定資産
器具及び備品

小計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,059,221
1,059,221

合計 1,059,221

10,951,127
10,951,127
10,951,127


